
 

県道浪江
な み え

国見
く に み

線暫定供用のお知らせ 
 

県道浪江
な み え

国見
く に み

線（県道 31号）佐須
さ す

峠付近で法面崩落の恐れがあるため、通行止めとして

おりましたが、平日と土曜日の昼間のみ片側交互通行となりました。 

当該路線をご利用される皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解をお願いします。 

 

○場 所：佐須
さ す

峠（伊達市霊山
りょうぜん

町と飯舘村との境付近） 

○区 間：伊達市霊山町石田字佐須峠地内～相馬郡飯舘村佐須字佐須地内 

・佐須峠 約Ｌ＝５００ｍ区間 

期 間：令和２年２月１２日（水）から当分の間 

平日と土曜日の９：００～１６：００片側通行可 

     ※平日と土曜日の夜間および日曜日と祝日は全面通行止めとなります。 

○迂回路：県道広畑月舘線（県道 316号）～国道 399号～県道臼石月舘線（県道 315

号）～県道原町川俣線（県道 12号） 

○問合先：福島県保原土木事務所 業務課 ０２４－５７５－２１５１ 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

霊山町

至：相馬市

至：福島市

県道原町川俣線

県道浪江国見線

県道広畑月舘線

通行止め
500m

県道臼石月舘線

地理院地図


